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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透水性のある被覆層と、非透水性の後層と、前記被覆層と前記後層との間にある吸収体
と、衛生用品を使用者に装着した状態で取り外し可能に留めるための留め具（２）と、を
備える衛生用品であって、前記衛生用品に第１の方向すなわち縦断方向（１２）と、第２
の方向すなわち横断方向（１４）とがあり、前記留め具（２）が固定手段（２７）を備え
、この固定手段が衛生用品の当て範囲（５５）と協働し、各々の留め具（２）が第１の範
囲（２２）を備え、この第１の範囲によって前記留め具が衛生用品に取付け可能であり、
前記留め具が前記第１の範囲（２２）から前記横断方向（１４）に離隔配置された第２の
範囲（２６）を備え、この第２の範囲内に前記固定手段（２７）が設けられ、前記留め具
が前記縦断方向に延在する折り目（３２，３４）によってＺ字状に折り畳まれている、失
禁用おむつの形態の衛生用品において、固定手段（２７）を備える前記第２の範囲（２６
）が、Ｚ字状に折り畳まれた形状部分（３５）の外側に位置しており、
　前記固定手段（２７）が機械的に作用する留め要素（２８）によって形成され、使用者
の指で持つための範囲（４４）が、横断方向（１４）において前記留め具（２）の第２の
範囲（２６）の外側に、かつ、折り畳まれた形状部分（３５）とは反対の第２の範囲（２
６）の側に設けられていることを特徴とする、衛生用品。
【請求項２】
　前記Ｚ字状折り畳み形状の部分（３５）の外側に位置している各々の前記留め具（２）
の範囲が、衛生用品の表面（５４）に取り外し可能に保持連結されることを特徴とする、
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請求項１記載の衛生用品。
【請求項３】
　取り外し可能な保持連結部が前記第２の範囲（２６）内の前記固定手段（２７）自体に
よって形成されていることを特徴とする、請求項１または２記載の衛生用品。
【請求項４】
　前記留め具（２）が、衛生用品の身体に対向する表面の反対側の表面に取付けられてい
ることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載の衛生用品。
【請求項５】
　表面が繊維状の面（５４）を備え、この面が非透水性後層（５６）を有するフィルム／
フリース積層体によって形成可能であることを特徴とする、請求項４記載の衛生用品。
【請求項６】
　各々の固定手段（２７）を有する前記第２の範囲（２６）がほぼ完全に縦断方向の縁部
（５８）内に少なくとも配置されるように、Ｚ字状に折り畳まれた留め具（２）が前記横
断方向（１４）において衛生用品の縦断方向縁部（５８）について位置決めされているこ
とを特徴とする、請求項１～５のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項７】
　各々の前記留め具（２）に設けられている持つための範囲（４４）が横断方向（１４）
において衛生用品の縦断方向縁部（５８）から延出していることを特徴とする、請求項１
～６のいずれか一つに記載の衛生用品。
【請求項８】
　各々の前記留め具（２）が第１の支持層（６）の第１の区間（４）と、第２の支持層（
１０）の第２の区間（８）とを備え、この第２の区間が横断方向（１４）において前記第
１の区間（４）の隣に配置され、かつこの第１の区間に連結されていることと、第１の区
間（４）が第１の範囲（２２）を備え、前記第２の区間（８）が第２の範囲（２６）を備
えていることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項９】
　前記縦断方向（１２）に延在する前記留め具（２）の折り目（３４）の少なくとも一部
区間が、前記第１と第２の区間（４，８）の間の材料移行部に沿って延在していることを
特徴とする、請求項８記載の衛生用品。
【請求項１０】
　前記折り目（３４）が前記第２の区間（８）の縦断方向縁部（３８）に沿って延在して
いることを特徴とする、請求項９記載の衛生用品。
【請求項１１】
　前記留め具（２）の前記第１と第２の区間（４，８）が横断方向（１４）において重ね
合っていて、この重ね合わせ範囲（１６）において接合されていることを特徴とする、請
求項８，９または１０記載の衛生用品。
【請求項１２】
　縦断方向（１２）に延在する前記留め具（２）の折り目（３２）が第１の範囲（２２）
の縦断方向縁部（３６）に沿って延在していることを特徴とする、請求項１～１１のいず
れか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項１３】
　前記折り目（３２）が前記第１の範囲（２２）内の接着剤被覆部（２４）の前記縦断方
向縁部（３６）に沿って延在していることを特徴とする、請求項１２記載の衛生用品。
【請求項１４】
　前記留め具（２）の前記第２の支持層（１０）が実質的に非弾性的な材料を含み、横断
方向（１４）に実質的に伸長しないように形成されていることを特徴とする、請求項８～
１３のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項１５】
　前記留め具（２）の前記第１の支持層（６）が少なくとも横断方向（１４）に弾性的に
伸長する材料を含み、前記第１の支持層がこの横断方向（１４）に弾性的に伸長するよう
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に形成されていることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一つまたは複数に記載の
衛生用品。
【請求項１６】
　前記第１の範囲（２２）が接着機能を有するように形成されていることを特徴とする、
請求項１～１５のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項１７】
　前記留め具（２）の前記Ｚ字状折畳み形状の部分（３５）がそれ自体に固定されている
ことを特徴とする、請求項１～１６のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項１８】
　Ｚ字状に折り畳まれた前記形状部分（３５）が１～１０個、特に３～５個の独立してい
る固定点（５１）によって前記形状部分自体に固定されていて、前記固定点がそれぞれ１
ｍｍ2 よりも小さな横断面積を有することを特徴とする、請求項１７記載の衛生用品。
【請求項１９】
　連続ウェブから複数の分割部分を前記横断方向（１４）において切断分離するとき、複
数の層をＺ字状に重なるように折り畳み、前記層の繊維を前記層の下に配置された層内に
からみつける、押し込むまたは挿入することにより、前記留め具（２）の前記Ｚ字状折り
畳み形状の部分（３５）をそれ自体に固定してあることを特徴とする、請求項１７または
１８記載の衛生用品。
【請求項２０】
　前記留め具（２）の持つための範囲（４４）が非粘着性の支持層（１０）によって形成
されていることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用
品。
【請求項２１】
　前記留め具（２）の延長部が前記縦断方向について２～１０ｃｍ、特に５～７ｃｍであ
ることを特徴とする、請求項１～２０のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項２２】
　前記第１の範囲（２２）の前記縦断方向縁部（６）と前記第２の区間（８）に対する材
料移行部との間の弾性的に形成された領域内の、前記第１の区間（４）の延長が、前記横
断方向（１４）において０．５～４．５ｃｍ、特に２～３ｃｍであることを特徴とする、
請求項８～２１のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項２３】
　固定手段（２７）を備えた前記留め具（２）の前記第２の範囲（２６）の延長が、前記
横断方向（１４）について０．５～２．１ｃｍ、特に１～１．５ｃｍであることを特徴と
する、請求項１～２２のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項２４】
　前記留め具（２）の持つための範囲（４４）の長さが、前記横断方向（１４）について
０．５～２．０ｃｍ、特に０．７～１．２ｃｍであることを特徴とする、請求項１～２３
のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項２５】
　特に接着機能を有するように形成された前記留め具（２）の前記第１の範囲（２２）の
横断方向（１４）の長さが、前記Ｚ字状折り畳み形状の部分（３５）の幅にほぼ一致して
いることを特徴とする、請求項１～２４のいずれか一つまたは複数に記載の衛生用品。
【請求項２６】
　前記第１の範囲（２２）と前記第２の範囲（２６）が連続ウェブの同じ側（２０）に設
けられていることを特徴とする、請求項１～２５のいずれか一つまたは複数に記載の衛生
用品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透水性のある被覆層と、非透水性後層と、その間にある吸収体と、衛生用品
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を使用者に装着した状態で取り外し可能に留めるための留め具とを備える衛生用品であっ
て、この衛生用品に第１の方向すなわち縦断方向と、第２の方向すなわち横断方向とがあ
り、留め具がそれぞれ固定手段を備え、この固定手段が衛生用品の当て範囲と協働し、各
々の留め具が第１の範囲を備え、この第１の範囲によって留め具が衛生用品に取付け可能
であり、留め具が横第１の範囲から横断方向に離隔配置された第２の範囲を備え、この第
２の範囲内にそれぞれ固定手段が設けられ、各々の留め具が縦断方向に延在する折り目に
よってＺ字状に折り畳まれている、衛生用品、特に失禁（インコンチネンス）用おむつに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用の前に折り畳まれる留め具を備えた衛生用品は例えば特許文献１と特許文献２によ
って公知である。使い捨て可能な衛生用品用のＺ字状に折り畳まれた留め具は特許文献３
によって知られている。
【特許文献１】欧州特許出願公開第０６６９１２１号公報
【特許文献２】ＷＯ９５／１６４２５
【特許文献３】米国特許第４，２３７，８９０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記の技術に基づき、本発明の課題の一つは、衛生用品の製造時の留め具の取付け性の
観点から、上記種類の留め具を改良し、しかも高速回転する製造機械で留め具を取付けた
後およびそれに続く包装プロセス中の衛生用品の取り扱い操作を簡単化することである。
さらに、使用者装着された状態で留め具を広げ、位置決めしそして留める際に、衛生用品
の取り扱い操作を改善することを課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は上記種類の衛生用品において本発明により、固定手段を備えた第２の範囲が
横断方向において、Ｚ字状に折り畳まれた形状の部分の外側に位置していることによって
解決される。
【０００５】
　本発明によって、Ｚ字形状の部分が生じ、固定手段を備えた第２の範囲を有する留め具
の部分または区間が、Ｚ字形状の部分から側方に延出するように、すなわちＺ字状に折り
畳まれた形状部分の外側に位置するように、留め具を縦断方向に折り畳むことが提案され
る。これにより、各々の留め具の第１の範囲を、衛生用品の表面に固定、すなわち取付け
られる。Ｚ字状折り畳み形状の部分から側方に、すなわち横断方向に延出する留め具の部
分または区間は、本発明に従って容易に持てる。そこに接着するようにあるいはその他の
方法で付着するように形成された固定手段が設けられているので、製作の観点から利点が
ある。特に、固定手段がＺ字状折り畳み形状の部分の邪魔になるように干渉することが回
避される。
【０００６】
　本発明の実施形では、Ｚ字状折り畳み形状の部分の外側に位置している各々の留め具の
範囲が、そこに任意の付着手段または保持手段を設けることにより、衛生用品の表面に取
り外し可能に保持連結される。例えば、留め具の第２の区間は任意の個所に接着点を有す
る。この接着点は衛生用品の表面に容易に取り外し可能に付着し、留め具を規定通りの組
み立て位置に保持する。更に、機械的に作用する固定手段を備えた第２の範囲には、剥離
可能なカバーがかぶせられている。このカバー自体は衛生用品の表面に区間を取り外し可
能に保持するために粘着性部を備えている。
【０００７】
　本発明の他の実施形では、取り外し可能な保持連結部が留め具の第２の範囲内の固定手
段自体によって形成されている。
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【０００８】
　各々の固定手段が機械的に作用する留め要素によって形成されると有利であることが判
った。取り外し可能な保持連結部を形成するために、保持連結部は例えばフック／フリー
ス（繊維の集積体）材料のごとく、衛生用品の繊維状の表面と取り外し可能に付着するよ
うに協働する。
【０００９】
　衛生用品に留め具を取付けるために、使用者寄りの内側、すなわち透水性のある被覆層
の側の構造が重要であるかあるいは二又状またはＹ字状の保持板を介しての取付けが重要
である。この保持板は衛生用品の被覆層と後層からなる複合体を両側から掴んで取付ける
。これに対して、本発明に従って、留め具が体とは反対の衛生用品の側に取付けられてい
ると特に有利であることが判った。
【００１０】
　身体に対向する面の反対側が繊維状の面を備えていると有利である。この繊維状の面が
非透水性後層を有し、フィルム／フリース積層体によって形成可能であると有利である。
この実施形の場合例えば、Ｚ字状折り畳み形状の部分の外側に配置された機械的に作用す
る留め要素が、繊維状の表面に直接付着することにより、分離可能な保持連結を生じるよ
うにしてもよい。
【００１１】
　本発明の有利な他の実施形では、固定手段を備えた第２の範囲がほぼ完全に少なくとも
縦断方向縁部内に配置されるように、Ｚ字状に折り畳まれた留め具が横断方向において衛
生用品の縦断方向縁部から離隔されている。これによって、固定手段を備えた第２の範囲
は衛生用品の縦断方向縁部からの延出はできるだけ少ないほうがよく、さらに、この延出
の皆無が望ましい。それによって、身体に対向する被覆層のところで衛生用品を折り畳む
際に、固定手段の延出した範囲が被覆層に付着した状態が維持され、この被覆層が剥がれ
るときの破損が防止される。第２の範囲の延出は、縦断方向縁部から横断方向外側に５ｍ
ｍを越えない、好ましくは３ｍｍ未満、特に２ｍｍ未満が望ましい。製造プロセスにおい
て衛生用品を折り畳む途中で、しばしば「耳」とも呼ばれ留め具を支持する衛生用品の後
側範囲の側方区間を、身体に対向する被覆層のところで折り畳む際に、それぞれの固定手
段がほとんどがフリース状に形成された被覆層の表面にフックのように引っ掛かり、この
被覆層の破損を防止する。この場合更に、フリース状の材料が固定手段に付着した状態が
維持され、機械的に作用する固定手段の固定性能に悪影響を与える。
【００１２】
　本発明の他の実施形では、使用者の指で持つための範囲が、横断方向において各々の留
め具の第２の範囲の外側にかつＺ字状折り畳み形状の部分とは反対の第２の範囲の側に設
けられている。本発明思想の他の実施形では、持つための手段の持つ範囲が横断方向にお
いて衛生用品の縦断方向縁部から延出するように、留め具が衛生用品の身体に対向する表
面に位置決めされて取り付けられている。これは、折り畳まれていた衛生用品を広げる際
に、各々の留め具の持つための範囲が衛生用品の両側の縦断方向縁部から横断方向に延出
し、それによって見えるという利点がある。この持つための範囲と衛生用品は使用者の指
で持つことが可能である。使用者は一方の手で持つための範囲を持ち、他方の手、例えば
親指と人指し指で衛生用品の縦断方向縁部範囲を持ち、引張り運動を加える。この場合、
留め具とおむつ表面の間の分離可能な保持連結部が分離され、Ｚ字状に折り畳まれた形状
の部分が広がる。従って、留め具を腰まわりの方向に、衛生用品の前側範囲に設けられた
当て範囲の方へ移動できる。それによって、留めるために、使用者に装着した状態で衛生
用品を固定できる。
【００１３】
　各々の留め具は第１の支持層の第１の区間と、第２の支持層の第２の区間とを備え、こ
の第２の区間は横断方向において第１の区間の隣に配置され、かつこの第１の区間に連結
されている。第１の区間は第１の範囲を備え、第２の区間は第２の範囲を備えている。
【００１４】
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　縦断方向に延在する折り目の少なくとも一部区間が、留め具の第１と第２の区間の間の
材料移行部に沿って延在していると有利であることが判った。これにより、折畳みが簡単
化され、Ｚ字状折り畳み形状の部分の範囲の厚さが薄くなる。
【００１５】
　折り目が留め具の第２の区間の縦断方向縁部に沿って延在していると有利である。
【００１６】
　各々の留め具の第１と第２の区間は、任意の方法で接合可能であり、互いに突き合わせ
、特に帯状の第３の留め具をかぶせられる。この第３の留め具は両区間を分離可能に接合
する。しかし、留め具の第１と第２の区間が横断方向において重ね合っていて、この重ね
合わせ範囲において接合されていると有利である。このような場合、縦断方向に延在する
留め具の折り目が第１の範囲の縦断方向縁部に沿って延在していると有利であることが判
った。
【００１７】
　本発明の他の実施形に従って、Ｚ字状折り畳み形状の部分の他の折り目が第１の範囲の
接着剤被覆部の縦断方向縁部に沿って延在していると有利である。その際、第１の範囲の
接着剤被覆部は任意の平面のような延長部を備え、Ｚ字状折り畳み形状の部分を衛生用品
の表面に非常に良好に固定するために、できるだけ平面的な、特に平面図で見て長方形に
画成された接着剤被覆部が有利であることが判った。
【００１８】
　更に、留め具の第２の支持層が実質的に非弾性的な材料を含み、横断方向にほぼ伸長し
ないように形成されていると有利であることが判った。これに対して、留め具の第１の支
持層は、少なくとも横断方向に弾性的伸長性材料を含み、この横断方向に弾性的に伸長す
るように形成されている。
【００１９】
　弾性的伸長性材料とは、引張り力を加えたときに、元の寸法の１．２倍に伸長し、引張
り力を取り除いた後で、伸長の少なくとも半分が再び元に戻るように収縮するウェブ材料
であると理解される。更に大きく弾性的に収縮する材料が知られていて、第１の支持層と
して使用するために有利である。
【００２０】
　この弾性的に伸長する第１の支持層の特性を達成するために、弾性的なフリース材料ま
たは１層または複数層のフリース層／フィルム層を有するいわゆる「ストレッチボンド(S
tretchbond) 積層体」が使用されると有利である。
【００２１】
  本発明の他の実施形では、Ｚ字状に折り畳まれた留め具の形状部分がそれ自体で分離可
能に固定されている。これは例えばＺ字状折り畳み形状の部分が、それぞれ１ｍｍ2 より
も小さな横断面積を有する１～１０個、特に３～５個の独立した固定点、例えば溶着点に
よって形を固定されていることによって達成される。これによって、製造プロセスまたは
包装プロセスあるいは衛生用品の装着時に規定通りに広げる前に、Ｚ字状折り畳み形状の
部分が広がることが防止される。
【００２２】
　本発明思想の他の実施形によれば、それぞれの留め具を形成する縦断方向区間を連続ウ
ェブから横断方向に切断分離する際に、その際生じる切断縁部において、Ｚ字状に重なる
ように折り畳まれた層の繊維がその下に配置された層内に編み込まれるかまたは押し込ま
れることにより、Ｚ字状折り畳み形状の部分がそれ自体で形を固定されている。縦断方向
区間を切断分離する際に、繊維フリースの一種の針止め効果が達成される。この針止め効
果は、Ｚ字状折り畳み形状の部分の形をそれ自体で保持するために充分である。縦断方向
区間を切断分離する際に、特に「圧潰切断」を行うことによって、一方の層の繊維が、切
断方向においてその下に配置された層内に引き入れられる。この「圧潰切断」は好ましく
は、付勢されている可撓性のカッターまたは少しだけ可撓的に支承されたカッターによっ
て行われる。このカッターは好ましくは回転するロール上に配置され、切断を行う際に逆
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圧ロールに適当に押圧接触可能である。この逆圧ロール上をウェブが案内され、逆圧ロー
ルはカッターのためのウェブ支持台を形成している。
【００２３】
　本発明の他の思想によれば、おむつの各々の縦断方向駆動縁部における縦断方向の後側
範囲の長さが、切り取り部の間の範囲内の長さよりも短くなるように、後側範囲の縦断方
向端部範囲内において横断方向両側に、材料切り取り部が設けられ、そしておむつの装着
状態で、後側範囲が前側範囲よりも上方に高く延在し、それによって後側範囲が前側範囲
から上方に延出するように、留め要素と相手方留め要素が後側範囲と前側範囲に配置され
ていることが重要である。換言すると、おむつの後側範囲の固定手段と前側範囲の当て範
囲が、後側範囲または前側範囲においておむつの縦断方向端部から異なる間隔を有する。
おむつの後側範囲の縦断方向端部と固定手段との縦断方向の間隔は、前側範囲の縦断方向
端部と当て範囲の間隔よりも大きい。
【００２４】
　これによって、狭くかつ長く形成された製品が細くなった感じを与える。これによって
実際に、後側範囲が前側範囲よりも縦断方向に長く延在していると、おむつの縦断方向長
さが長くなる。
【００２５】
　上記の切り取り部は好ましくは、被覆層と後層からなる積層体を、おむつを貫通するよ
うに打ち抜きまたは切除することによって形成される。
【００２６】
　本発明の他の思想によれば、それぞれの切り取り部を画成する後側範囲の縁部が、おむ
つの縦断方向側方縁部への移行部において、前側範囲を画成する横断方向縁部と同じ高さ
に配置されている。
【００２７】
　使用者に装着された状態のおむつを考察すると、切り取り部を画成する縁部からおむつ
の縦断方向側方縁部への移行部、すなわちおむつ側方範囲（しばしば耳範囲とも呼ばれる
）の角と移行点は、前側範囲の角または移行点とほぼ同じ高さ位置に配置されている。
【００２８】
　本発明思想の他の実施形では、固定手段を有する留め具の範囲と、対応する当て範囲を
、ほぼ同じ長さに形成し、それによって使用者は留め具を当て範囲上に正しく位置決めす
ることを強制される。これによって、使用者に対するおむつの正しく合った形と、正しい
装着が達成される。
【００２９】
　おむつを装着した状態で、切り取り部を画成する後側範囲の縁部が横断方向において、
前側範囲を画成する横断方向縁部に移行しているかまたはこの横断方向縁部で終わってい
ると、見た目がよく、ぴったり合った形を達成するために有利である。本発明による効果
を達成するために、縦断方向と横断方向に対して斜めに延在する切り取り部を形成する区
間または部分も考えられるがしかし、前述の実施形が有利であることが判った。というの
は、これによってそれぞれの切り取り部を画成する縁部と、前側範囲を画成する横断方向
縁部の調和した移行が達成されるからである。
【００３０】
　本発明の他の実施形では、それぞれの縦断方向側方縁部における縦断方向の前側範囲の
長さが、切り取り部の間の範囲よりも短くなるように、前側範囲の縦断方向端部範囲にお
いて横断方向両側に、第２の材料切り取り部が設けられている。長さの差は好ましくは後
側範囲よりも非常に小さい。
【００３１】
　更に、後側範囲に留め具を使用すると非常に有利であることが判った。この留め具は縦
断方向について４～１０ｃｍの充分な延長部を有する。それによって、おむつを留める際
に生じる引張り力を、比較的に長く形成されたおむつの後側範囲に均一に伝えることが可
能である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明の他の詳細および効果は、添付の特許請求の範囲と、図面と、本発明の好ましい
実施の形態の次の説明とから明らかである。
【００３３】
　図１，２は全体を参照符号２で示した本発明による留め具を示している。留め具２は第
１の支持層６の第１の区間４と、第２の支持層１０の第２の区間８を含んでいる。
【００３４】
　留め具２は連続のウェブから縦断方向区間として切断分離されている。この場合、連続
ウェブは第１の方向である縦断方向１２に延在している。第２の区間８は横断方向１４に
おいて第１の区間４の隣に配置されている。図示の場合、第１の区間４と第２の区間８は
互いに重ね合っていて、重ね合わせ範囲１６を形成している。この重ね合わせ範囲におい
て、両区間４，８は接着剤１８を介して、溶着個所を介してまたはその他の方法で分離不
能に互いに連結されている。
【００３５】
　第１の区間４の第１の表面２０には、第１の範囲２２が設けられている。この第１の範
囲は接着剤被覆部２４を有し、この接着剤被覆部によって留め具が衛生用品に取付け可能
である。
【００３６】
　第２の区間８の第２の範囲２６には、機械的に作用する留め要素２８、特にフック／ル
ープ材料のフック形成要素の形をした固定手段２７が、特に接着剤３０によって接着され
て設けられている。第２の範囲２６は好ましくは、第１の範囲２２と同じ、留め具２の表
面２０に設けられている。
【００３７】
　更に、第１のと第２の折り目３２，３４が図２に示してあり、図３から明らかである。
留め具がこの折り目を中心に縦断方向１２にＺ字状に折り畳まれるので、図３に示す形状
部分３５が生じる。第１の折り目３２が第１の範囲２２内の接着剤被覆部２４の縦断方向
縁部３６に沿って延在していると有利である。第２の折り目３４が第１の区間４と第２の
区間８の間の材料移行部に沿って、すなわち重ね合わせ範囲１６の一方の縁部３８に沿っ
て延在していると有利である。
【００３８】
　図３から判るように、第２の区間８の第２の範囲２６は、重ね合わせ範囲１６からある
いは第１の区間４と第２の区間８の間のその他の材料移行部範囲から離隔されている。こ
の離隔は、第２の範囲２６が横断方向１４において、留め具２のＺ字状折り畳み形状の部
分３５の外側に位置するように行われる。これは複数の観点から有利である。図示の場合
、第２の範囲２６ひいては機械的に作用する留め要素２８の、第１の区間４寄りの縦断方
向縁部４０は、横断方向１４において、Ｚ字状に折り畳まれた形状部分３５の第１の折り
目３２にほぼ達している。しかし、機械的に作用する留め要素２８またはその縦断方向縁
部４０が留め具のＺ字状折り畳み形状の部分３５から数ミリメートルの間隔を有するよう
に、第２の区間８に関して第２の範囲２６を位置決めしてもよい。
【００３９】
　第１の区間４は横断方向１４に弾性的に伸長するように形成され、第２の区間８は横断
方向１４に実質的に伸長しないように形成されている。
【００４０】
　第１の範囲２４の接着剤被覆部と、第２の範囲２６の固定手段２７は、第１の支持層６
と第２の支持層８の連続ウェブ上に縦断方向１２に連続して連続に塗布または取付けられ
ている。第１と第２の支持層６，８は同様に、連続の帯状接着剤１８によってあるいはそ
の他の方法で縦断方向に連続的に相互連結されている。例えばヨーロッパ特許出願公開第
０６６９１２１号公報によって知られているように、二つの支持層を鏡像対称的にかつ縦
断方向においてｎ／２だけずらして同時に製作可能である。
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【００４１】
　留め具の圧感接着剤２４が衛生用品の第１の範囲２２に塗布されていると、既に述べた
ように、機械的に作用する留め要素２８を備えた第２の範囲２６はＺ字状折り畳み形状の
部分３５の外側に配置され、それによって留め具または第２の区間８を衛生用品の繊維表
面に固定するために役立つ。これについては、図４を参照して後述する。
【００４２】
　衛生用品における第２の区間８のこの固定は、製作中および包装中に留め具を連結固定
する働きをする。この連結固定は、衛生用品を使用者に装着するまで行われ、この装着の
時点で連結が解除される。そして、使用者はその指を、衛生用品の表面と、持つための範
囲４４としての働きをする第２の区間８の自由端範囲４２との間に入れる。
【００４３】
　図４は、本発明によるおむつ５０の平面図である。このおむつの後側範囲の両側に、図
１～３に関連して説明した留め具２が配置されている。図４の左側の留め具２は折り畳ま
れた状態から広げられ、右側の留め具はＺ字状に折り畳まれている。各々の留め具２は第
１の範囲２２とそこに設けられた長方形の接着剤被覆部２４がおむつの外側に、すなわち
規定通りの使用時に後側に向いた、おむつの非透水性後層５６の表面５４に取り外し不能
に取付けられている。表面５４は非透水性フィルムの繊維状のフリース被覆部によって形
成されている。従って、後層５６はフリース／フィルムの積層体によって形成されている
。
【００４４】
　留め具２は横断方向１４において、おむつ５０の縦断方向縁部５８から次のような間隔
をおいておむつ５０の側方フラップ範囲または耳範囲に設けられている。すなわち、留め
具の持つための範囲４４だけが縦断方向縁部５８から横断方向１４に延出するような間隔
をおいて設けられている。その際、機械的に作用する留め要素２８を設けた、（留め具の
Ｚ字状折畳み部内の）第２の範囲２６は、縦断方向縁部５８から横断方向に延出していな
いかあるいは少しだけしか、精々５ｍｍだけしか延出していない。これによって、側方フ
ラップ範囲または耳範囲を身体に対向する被覆層上に折り曲げる際に、留め要素２８が被
覆層に引っ掛かり、それに伴い損傷が発生することが防止される。
【００４５】
　図３に関連して図４から明らかなように、留め具２８を備えた第２の範囲２６は、Ｚ字
状折り畳み形状部分３５の外側にあり、それによっておむつ５０の後層５６の表面５４に
接触している。この場合、機械的に作用する留め具２８は、繊維状の表面５４と取り外し
可能に付着連結され、留め具２をＺ字状に折り畳んだ形３５に保持する。特に、範囲２６
を備えた第２の区間８が表面５４から剥がれないようにする。これにより、留め具２を取
付けた後の衛生用品の取り扱い操作性が改良され、留め具はその組み立て位置にとどまる
。おむつ５０は製造機械で取り扱い操作され、特に折り畳まれ、積層され、そして包装個
所に供給される。
【００４６】
　図４の左側には、折り畳まれた留め具２を広げた状態が示してある。そのために、使用
者は持つための範囲４４を持ち、他方の手でおむつ５０の縦断方向縁部範囲５２を持ち、
この持つための範囲と縦断方向縁部範囲を引き離す。それによって、繊維状の表面５４に
取り外し可能に付着連結された留め具２８が剥がれ、Ｚ字状折り畳み形状の部分３５を広
げることにより、留め具２が図４の左側に示す形になる。おむつを使用者に装着するため
に、留め具はおむつ５０の前側範囲のループ材料の形をした当て範囲５５に当てられ、そ
こで固定される。
【００４７】
　Ｚ字状に折り畳まれた形３５になるように留め具２を更に固定するために、独立してい
る固定点、例えば溶着点を設けてもよい。この固定点はＺ字状に重ねて折り畳まれた留め
具２の層を互いに分離可能に連結する。しかし、この要求を満足する、Ｚ字状折り畳み形
状の部分３５の固定が次のようにして達成可能であることが判った。すなわち、それぞれ
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の留め具を形成する縦断方向区間を連続ウェブから切断分離する際に、上下に配置されＺ
字状に折り畳まれた層の繊維が、その都度その下に位置する層内に引き入れられ、それに
よってＺ字形状の部分３５を分離可能にそれ自体で固定する一種の針止め効果が生じるこ
とによって達成可能であると判った。
【００４８】
　図５は、連続ウェブ９２から縦断方向区間９０を切断分離するための切断装置を概略的
に示している。この連続ウェブは留め具を形成するために既に、Ｚ字状折り畳み形状の部
分を備えている。切断装置はアンビルロール９４とカッターロール９６を備えている。こ
のアンビルロール上に連続ウェブ９２が案内される。カッターロールは切刃１００を有す
るカッター９８を備え、このカッターは付勢され、浮動状態で支承されているかあるいは
それ自体が可撓性である。切断するために、カッター９８の切刃１００がアンビルロール
９４の表面に接触し、少しだけ動くことができるように、カッターロール９６はアンビル
ロール９４と相対的に位置決めされている。連続ウェブ９２の比較的に短い周範囲にわた
って、カッター９８の切刃１００が連続ウェブに当たる。これによって、単なる剪断と異
なり、上下に配置された層の繊維が、この「圧潰切断」を行う際に、一方の層からずらし
て若干引き出され、その下にある層内に引き入れられて押しつぶされるかまたはからみつ
けられる。従って、切断された縦断方向区間９０内で、Ｚ字状に上下に折り畳まれた層は
少なくとも少しだけ互いに連結され、それによって折り畳まれた状態が開くことがない。
【００４９】
　図４から更に、おむつが前側範囲６０と後側範囲６２とその間にある股上範囲６４とに
分割されていることが判る。その際、股上範囲６４は、おむつの装着状態で脚用穴を形成
するための脚用切欠き６６を含む。脚用切欠きが設けられてなく、幅または横断方向１４
の長さが変化していないかあるいはほとんど変化していないおむつの場合、股上範囲は、
脚用穴を画成する縦断方向縁部区間が縦断方向に沿って延在している範囲として定義され
る。前側範囲６０と後側範囲６２は縦断方向１２において、横断方向中心線６８に関して
対称の股上範囲６４に接続している。
【００５０】
　図４に示すように、後側範囲６２の縦断方向端部領域７０の両側には、各々１つの材料
切り取り部７２，７４が横断方向１４において外側に設けられている。材料切り取り部７
２，７４は弧状の縁部７６または７８によって画成されている。この縁部は縦断方向縁部
５８から先ず最初に斜めに、そしてほぼ横断方向１４内側に延在し、最後に縦補講１２に
方向を変え、後側範囲６２を画成する第１の横断方向縁部８０にほぼ垂直に達している。
切り取り部７２，７４によって、縦断方向縁部５８の範囲の長さＬaは、切り取り部７２
，７４の間の範囲内の縦断方向長さＬiよりも短くなっている。これによって、おむつが
細くなった感じを与える。
【００５１】
　縦断方向１２における留め具２の長さが後側範囲６２全体の縦断方向長さの約５０％で
あると有利であることが判った。それによって、おむつを留めるときに生じる引張り力が
、外側部を形成するおむつの材料にきわめて均一に伝えられる。
【００５２】
　図４に更に示すように、（矢印８８によって示した）当て範囲５５の縦断方向長さは（
矢印８４によって示した）留め具２の留め要素２８の縦断方向長さにほぼ一致している。
これにより、当て範囲５５における留め具２の正しい位置決め、ひいてはおむつの正しい
装着が強制される。その際、図７に側方から示した、体に合った形が生じる。切り取り部
７２，７４を画成し後側範囲６２の縦断方向側方縁部５０に接続する縁部７６，７８は、
おむつの前側範囲６０の縦断方向端部を画成する第２の横断方向縁部８６と同じ高さ位置
に配置されている。これによって、おむつが身体にぴったり合う形が得られる。図４と図
７の図示の場合、切り取り部７２，７４に対応する小さな切り取り部８８が前側範囲６０
に設けられている。しかし、これは必ずしも必要ではない。
【図面の簡単な説明】
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【００５３】
【図１】本発明による衛生用品用留め具の断面図である。
【図２】図１の留め具の平面図である。
【図３】図１と図２のＺ字状に折り畳まれた留め具の断面図である。
【図４】折り畳まれた留め具と広げられた留め具を備えた本発明による衛生用品の平面図
である。
【図５】Ｚ字状に折り畳まれた留め具の反射光型顕微鏡で見た切断縁部の写真である。
【図６】Ｚ字状に折り畳まれた留め具を切断分離するための切断装置の概略的な図である
。
【図７】本発明によるおむつの装着状態を示す側面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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